
令和 8 年 5 月 29 日更新 

気象警報発表時等の対応について 

台風や地震等の災害時、園では、子どものいのちを守ることを最優先に考えて対応します。 

下記のことについて、ご家庭のご理解、ご協力をお願いします。 

 

◎気象警報等・避難情報発表時の対応（幼稚園・保育園・認定こども園） 

【 幼稚園 】 

【 気象警報等 】 

発表・発令情報 時間帯 園の対応 

暴風警報 
 
暴風雪警報 
 
大雪警報 
 
レベル４ 
・大雨危険警報 

登園前 

〇園児の安全を考え自宅待機とします。 
 
・午前 5 時までに警報が解除されない場合は給食を停止します（教育委員
会事務局給食管理課より） 

・午前 9 時 30 分までに警報等が解除された場合は、園の安全確認後、園
より保育の再開の連絡をします。但し給食が停止となっていますので、
11 時 30 分降園となります。 
※園周辺の安全確保が困難な場合は休園とすることもあります。 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・園舎等の被災、停電、近隣の冠水等により保育環境、園児の健康管理の
確保が困難な場合には、早めに連絡することがあります。 

レベル５ 
特別警報 ※１ 
・氾濫特別警報 
・大雨特別警報 
・土砂災害特別警報 
・高潮特別警報 
 
大雪特別警報 
暴風特別警報 
暴風雪特別警報 
波浪特別警報 
 
津波警報 
大津波警報 

登園前 

〇臨時休園 
 
・登園せず、市災害対策本部など、公的機関の指示に従い、身の安全の確
保に努めてください。（ただちにいのちを守る行動をとってください） 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・洪水や土砂災害のおそれのある園については、避難確保計画に定める避
難場所へ緊急避難を行うことがあります。 

 
※特別警報が発表されるような状況になるまでに、保護者の判断で早めの
対応（自主避難等）をお願いします。 

※上記に記載のある警報以外が発表された場合も、地域の状況等により「自宅待機」「臨時休園」「速やか
なお迎えのお願い」とする場合があります。 

 

【 避難情報 】 

発表・発令情報 時間帯 園の対応 

警戒レベル３ 
「高齢者等避難」が
発令された場合 
※２ 
 
 

登園前 

〇自宅待機 ※ご家庭での保育をお願いします。 
 
・午前 5 時までに警報が解除されない場合は給食を停止します。 
・午前 9 時 30 分までに警報等が解除された場合は、園の安全確認後、園
より保育の再開の連絡をします。但し給食が停止となっていますので、
11 時 30 分降園となります。 

（園周辺の安全確保が困難な場合は休園とすることもあります） 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・園舎等の被災、停電、近隣の冠水等により保育環境、園児の健康管理の
確保が困難な場合には、早めに連絡することがあります。 

※警報解除後の預かり保育に関しては、お弁当を持参いただき通常時間までの保育とします。 
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【 保育園・認定こども園 】 

【 気象警報 】 

発表・発令情報 時間帯 園の対応 

暴風警報 
 
暴風雪警報 
 
大雪警報 
 
レベル４ 
・大雨危険警報 

登園前 

〇園児の安全を考え自宅待機とします。 
 
・午前 10 時までに警報等が解除された場合は、園の安全確認後、園より
保育の再開、給食についての連絡をします。 

・午前 10 時以降に警報等が解除された場合でも、園の安全確認後、園よ
り保育の再開等の連絡をします。保育を希望される方は、園へ連絡のう
え、登園してください。 

※場合によっては給食が出来ない時もあります。 
※園周辺の安全確保が困難な場合は休園とすることもあります。 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・園舎等の被災、停電、近隣の冠水等により保育環境、園児の健康管理の
確保が困難な場合には、早めに連絡することがあります。 

レベル５ 
特別警報 ※１ 
・氾濫特別警報 
・大雨特別警報 
・土砂災害特別警報 
・高潮特別警報 
 
大雪特別警報 
暴風特別警報 
暴風雪特別警報 
波浪特別警報 
 
津波警報 
大津波警報 

登園前 

〇臨時休園 
 
・登園せず、市災害対策本部など、公的機関の指示に従い、身の安全の確
保に努めてください。（ただちにいのちを守る行動をとってください） 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・洪水や土砂災害のおそれのある園については、避難確保計画に定める避
難場所へ緊急避難を行うことがあります。 

 
※特別警報が発表されるような状況になるまでに、保護者の判断で早めの
対応（自主避難等）をお願いします。 

※上記に記載のある警報以外が発表された場合も、地域の状況等により「自宅待機」「臨時休園」「速やか
なお迎えのお願い」とする場合があります。 

 

【 避難情報 】 

発表・発令情報 時間帯 園の対応 

警戒レベル３ 
「高齢者等避難」が
発令された場合 
※２ 登園前 

〇自宅待機 ※ご家庭での保育をお願いします。 
 
・午前 10 時までに警報等が解除された場合は、園の安全確認後、園より
保育の再開、給食についての連絡をします。 

・午前 10 時以降に警報等が解除された場合でも、園の安全確認後、園よ
り保育の再開等の連絡をします。保育を希望される方は、園へ連絡のう
え、登園してください。（場合によっては給食が出来ない時もあります。） 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・園舎等の被災、停電、近隣の冠水等により保育環境、園児の健康管理の
確保が困難な場合には、早めに連絡することがあります。 

※１ 特別警報解除後（翌日以降）は、周囲の状況に注意して開園しますが、状況に応じて、「臨時休園」とする場合が

あります。 

※２ 避難情報の警戒レベル４「避難指示」・警戒レベル５「緊急安全確保」発令時は、気象情報のレベル５特別警報発

表時に準じて対応してください。 
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◎大規模地震発生時の対応（幼稚園・保育園・認定こども園） 

【大地震の発生や「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合】 

発表・発令情報 時間帯 園の対応 

震度１～３の地震が突発的に発生 
 
南海トラフ地震臨時情報（調査中） 
（巨大地震注意）が発表 
 

登園前 
〇通常保育 
 
 

登園後 
〇通常保育 
 
・状況によっては保育を中止しお迎えを依頼します。 

震度４の地震が突発的に発生 
 
 

登園前 

〇原則、通常保育 
 
・地震発生後に被害状況を確認し、保育の開始準備を行  
 います。 

登園後 

〇原則、通常保育 
 
・地震発生後に被害状況を確認し、状況によっては保育
を中止しお迎えを依頼します。 

震度５弱以上の地震が突発的に発生 

 

南海トラフ地震臨時情報（巨大 
地震警戒）が発表 

 

登園前 

〇臨時休園 
 
・登園せず、市災害対策本部など、公的機関の指示に従
い、身の安全の確保に努めてください。（ただちにいの
ちを守る行動をとってください） 

登園後 

〇速やかにお迎えをお願いします。 
 
・園が危険と判断した場合にはその場に留めます。 
・被害状況を確認し園が危険な場合は、各園指定の場所
へ避難します。 

・園舎等の被災、停電、近隣の冠水等により保育環境、
園児の健康管理の確保が困難な場合には、早めに連絡
することがありますので安全に配慮し、速やかにお迎
えをお願いします。 

 

※ 「南海トラフ地震臨時情報」とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模な地震と関連するかどうか調査

を開始したり、調査によって大規模な地震の発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価されたりした

場合に発表される情報です。 

※ 地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともあります。 

※ 地震発生前に必ず南海トラフ地震臨時情報が発表されているとは限りませんので日頃から地震への備えを行ってく

ださい。 
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◎気象警報・避難情報・大規模地震発生時の対応（子育て支援センター） 

【 子育て支援センター 】 

【 気象警報・避難情報・大規模地震発生時 】 

発表・発令情報 時間帯 センターの対応 

【気象警報】 
暴風警報・暴風雪警報・大雪警報 
 
レベル３ 
・氾濫警報 
・大雨警報 
・土砂災害警報 
 
レベル４ 
・氾濫危険警報 
・大雨危険警報 
・土砂災害危険警報 
 
レベル５ 
・氾濫特別警報 
・大雨特別警報 
・土砂災害特別警報 
・高潮特別警報 
 

大雪特別警報 
暴風特別警報 
暴風雪特別警報 
波浪特別警報 
 
津波警報・大津波警報  

開館前 

〇臨時休館 
 
・午前 10 時までに警報等が解除された場合、センター
の安全確認後に開館します。 

・特別警報解除後（翌日以降）は、周囲の状況に注意し
て開館しますが、状況に応じて、「臨時休館」とする
場合があります。 

 

開館後 

〇臨時休館 
 
・安全に配慮し、速やかに帰宅をお願いします。 
・被害状況を確認し園が危険な場合は、各園指定の場所
へ避難します。 

・洪水や土砂災害のおそれのあるセンターについては、
避難確保計画に定める避難場所へ緊急避難を行うこ
とがあります。 

【避難情報】 
 
 警戒レベル３「高齢者等避難」 

以上が発令された場合 
 

開館前 

〇臨時休館 
 
・午前 10 時までに警報等が解除された場合、センター
の安全確認後に開館します。 

開館後 

〇臨時休館 
 
・安全に配慮し、速やかに帰宅をお願いします。 
・被害状況を確認し園が危険な場合は、各園指定の場所
へ避難します。 

・洪水や土砂災害のおそれのあるセンターについては、
避難確保計画に定める避難場所へ緊急避難を行うこ
とがあります。 

【大規模地震発生時】 
 

 震度５弱以上の地震が突発的に発生 

 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震
警戒）が発表 

 

開館前 

〇臨時休館 
 
・市災害対策本部など、公的機関の指示に従い、身の安
全の確保に努めてください。（ただちにいのちを守る
行動をとってください） 

開館後 

〇臨時休館 
 
・安全に配慮し、速やかに帰宅をお願いします。 
・洪水や土砂災害のおそれのあるセンターについては、
避難確保計画に定める避難場所へ緊急避難を行うこ
とがあります。 

※ 「南海トラフ地震臨時情報」とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模な地震と関連するかどうか調査

を開始したり、調査によって大規模な地震の発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価されたりした

場合に発表される情報です。 

※ 地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともあります。 

※ 地震発生前に必ず南海トラフ地震臨時情報が発表されているとは限りませんので日頃から地震への備えを行ってく

ださい。 
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◎地域別の対応 

 

公立幼稚園・保育園・認定こども園・子育て支援センターで、松阪市の各ハザードマップ（土砂災害・

津波・洪水・高潮）で示された、土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）、土砂災害特別警戒区域（急傾

斜地・土石流）及び浸水想定区域（津波・洪水・高潮）等に含まれる地域については、状況に応じて、

臨時休園（休館）等の措置をとる場合があります。 

 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域（付近）に所在する園 ※急傾斜地・土石流 

射和幼稚園 つばな保育園 みなみこども園 

豊田こども園（乳児棟） 飯南ひまわりこども園 森のくまさん 

 

浸水想定区域（付近）に所在する園 

 津波 高潮 
河川 

櫛田 雲出 碧 阪内 三渡 金剛 

鎌田幼稚園      〇   

てい水幼稚園   〇      

松尾幼稚園      〇   

松江幼稚園      〇 〇  

豊地幼稚園    〇     

中川こども園    〇     

中原幼稚園       〇  

第一保育園      〇   

第二保育園      〇  〇 

白鳩保育園      〇  〇 

東保育園 〇 〇 〇   〇  〇 

西保育園      〇 〇  

大河内保育園      〇   

春日保育園        〇 

三郷保育園 〇 〇    〇  〇 

三雲北こども園 〇 〇  〇 〇    

三雲南こども園 〇 〇  〇 〇  〇  

ふれんず      〇   

げんきっこ 〇 〇  〇 〇  〇  

 

《ハザードマップ》  

土砂災害や洪水などの危険を適切に把握できるよう、浸水想定区域や防災情報を盛り  

込んだ松阪市の各ハザードマップ（土砂災害・津波・洪水・高潮）を確認し、災害の備えに 

ご活用ください。 【松阪市】https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bousai/list282.html 


